
刈
谷
野
田
北
部
土
地
区
画
整
理

審
議
会
委
員
の
選
挙

　
令
和
３
年
２
月
４
日
㈭
の
任
期

満
了
に
伴
い
、
次
の
日
程
で
選
挙

を
行
い
ま
す
。

選
挙
人
名
簿
縦
覧

時時　
11
月
17
日
㈫
～
30
日
㈪　
８

時
30
分
～
17
時
15
分

場場　
市
街
地
整
備
課

選
挙
す
べ
き
委
員
数
の
公
告

時時　
12
月
14
日
㈪

立
候
補
届
出

時時　
12
月
15
日
㈫
～
24
日
㈭　
８

時
30
分
～
17
時
15
分

場場　
市
街
地
整
備
課

候
補
者
の
氏
名
お
よ
び
投
票
所
な

ど
の
公
告　

時時　
12
月
25
日
㈮

投
票
日　

時時　
１
月
24
日
㈰

※�

必
要
な
事
項
は
、
そ
の
都
度
市

役
所
お
よ
び
富
士
松
支
所
前
掲

示
場
に
公
告
し
ま
す
。

問問　
市
街
地
整
備
課
（
☎
62
‐
１�

０
２
５
）

11
月
11
日
～
17
日
は

税
を
考
え
る
週
間

　
国
税
庁
H
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

番
組
「W

eb

‐TAX

‐TV

」
で

は
、
税
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
や
、
国
税
庁
の
取
組
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
税
庁

H
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問問　
刈
谷
税
務
署
（
☎
21
‐
６
２�

１
１
）

11
月
は

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

１
８
９(

い
ち
は
や
く)　
知
ら
せ

て
守
る　
こ
ど
も
の
未
来

　
虐
待
に
は
、
身
体
的・心
理
的・

性
的
虐
待
、
ネ
グ
レ
ク
ト
が
あ
り

ま
す
。
子
ど
も
を
締
め
出
し
た
り
、

食
事
を
抜
い
た
り
す
る
こ
と
は
身

体
的
虐
待
に
、
子
ど
も
の
前
で
の

DV
や
夫
婦
喧
嘩
も
心
理
的
虐
待
に

該
当
し
、
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

▪
愛
の
鞭む

ち

ゼ
ロ
作
戦

　
し
つ
け
と
称
し
て
叩
い
た
り
怒

鳴
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も

の
脳
や
精
神
、
社
会
性
の
発
達
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
子
育
て
に
は
気
力
・
体
力
が
必

要
で
す
が
、
時
に
は
心
の
余
裕
を

な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
早

め
に
家
族
や
友
人
、
相
談
機
関
へ

相
談
し
ま
し
ょ
う
。

▪
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
！

　
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児

童
を
発
見
し
た
人
に
は
、
通
告
の

義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
長
時
間
の
子
ど
も
の
泣
き
声
や

大
人
の
怒
鳴
り
声
、
子
ど
も
の
傷

痣あ
ざ

、
衣
服
や
髪
の
汚
れ
な
ど
に
気

付
い
た
ら
、
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
１い

ち
は
や
く

８
９

こ
ど
も
虐
待
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

☎
62
‐
１
２
１
２

愛
知
県
刈
谷
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
22
‐
７
１
１
１

問問　

子
育
て
推
進
課
（
☎
62
‐

１
０
６
１
）

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

全
国
一
斉
強
化
週
間

時時　
11
月
12
日
㈭
～
18
日
㈬　
８

時
30
分
～
19
時
（
土
日
は
10
時
～

17
時
）

※�

強
化
週
間
以
外
は
、
平
日
８
時

30
分
～
17
時
15
分

内内　
DV
、
セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー
カ�

ー
行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る

人
権
問
題
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
…�

☎
０
５
７
０
‐
070
‐
810
▼
SNS
（
L�

I
N
E
）人
権
相
談（
QR
コ
ー
ド
参�

照
）

問問　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

（
☎
052
‐
952
‐
８
１
１
１
）

11
月
９
日
～
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

そ
の
火
事
を　
防
ぐ
あ
な
た
に　

金
メ
ダ
ル

▪
住
宅
防
火　
い
の
ち
を
守
る　

７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

３
つ
の
習
慣　
▼
寝
た
ば
こ
は
絶

対
や
め
る
▼
ス
ト
ー
ブ
は
燃
え
や

す
い
も
の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使

用
す
る
▼
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ

ば
を
離
れ
る
と
き
は
必
ず
火
を
消

す

４
つ
の
対
策　
▼
逃
げ
遅
れ
を
防

ぐ
た
め
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
を�

設
置
す
る
▼
寝
具
、
衣
類
お
よ
び

カ
ー
テ
ン
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た

め
に
防
炎
品
を
使
用
す
る
▼
火
災

を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
住

宅
用
消
火
器
な
ど
を
設
置
す
る
▼

お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
人
を

守
る
た
め
に
隣
近
所
の
協
力
体
制

を
つ
く
る

問問　
衣
浦
東
部
広
域
連
合
予
防
課

（
☎
63
‐
０
１
３
６
）

育てよう　自分に勝てる子　負けない子
　子ども・若者が社会の一員として自立し、円滑な社会生活を営むため、
基本的な生活習慣を見直し、家庭教育の重要性を認識するとともに、子ど
も・若者を犯罪や有害環境から守るための取組を地域社会全体で推進しま
しょう。

　ひきこもりやニートなどの困難を抱える人に無料相談を行っています。
▪子ども・若者総合相談窓口

時時　毎週土曜日　※祝日・年末年始は除く
場場　子ども相談センター
内内　ひきこもり、ニート・就労、対人関係、暴力・虐待、ＬＧＢＴS
対対　市内在住、在勤または在学で、 おおむね40歳までの人とその家族
申申　 相談日前日までに、受付専用電話（95-0105）またはM（kowaka@city.

kariya.lg.jp）で生涯学習課へ。
問問　生涯学習課（☎62-1036）

子ども・若者育成支援市民運動強調月間

▲ SNS 人権相談

11月は

市民だより　2020.11.115


